
議員定数等調査検討特別委員会 日 程 

                  

令和６年 ７月 １日（月） 

全 員 協 議 会 室  

 

 

１ 開会宣言 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 議 題 

（１）選挙区について 

（２）その他について 

 

４ 閉会宣言 

 

 

  

－１－ 



議員定数等調査検討特別委員会 委員名簿 

 

[期数・年齢順] 

区 分 氏 名 備 考 

委   員  斉 木  正 一  

 内 田  博 長  

 銀 杏  泰 利  

 興 治  英 夫  

 浜 崎  晋 一 委員長 

 市 谷  知 子  

 尾 崎  薫  

 福 田  俊 史  

 野 坂  道 明 副委員長 

 島 谷  龍 司  

 浜 田  一 哉  

 川 部  洋  

 鹿 島  功  

 山 川  智 帆  

 前 住  孝 行  

 村 上  泰二朗  

 

《参考》令和５年６月 29日の本会議において次のとおり設置することを決定 

名 称 付託する調査事件 委員定数 

議員定数等調査検討特別委員会 鳥取県議会議員に係る次の事項の調査 

 ・議員の定数 

 ・選挙区 

 ・各選挙区において選挙すべき議員の数 

１６名 

 

  

－２－ 



 

 

 

選挙区の見直し検討 

に関するシュミレーション 
 

 

 

注１）この資料は、想定される主な選挙区の区割り(例)と、各選挙

区において選挙すべき議員の数について、シュミレーションした

もの。 

 

注２）使用した鳥取県人口は、国立社会保障・人口問題研究所が令

和５年１２月２２日に公表した「日本の地域別将来推計人口（令

和５年推計）」のうち、２０２５年（令和７年）のものとしてい

る。 

  

資料１ 

－２－ 

－３－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－ 



想定される主な選挙区の区割り(例) 

 

 

総定数：３２人（３減） 

【例１】現行どおり   ……… ６ページ 

 【例２】現行どおり（「飛び地」のみ解消） 

……… ８ページ 

【例３】日野郡選挙区を見直し ……… ９ページ 

【例４】「一人区」を解消  ………１３ページ 

【例５】圏域ごとに選挙区を集約 ………１５ページ 

  

 

総定数：３３人（２減） 

 【例１】現行どおり   ………１７ページ 

 【例２】現行どおり（「飛び地」のみ解消） 

………１８ページ 

【例３】日野郡選挙区を見直し ………１９ページ 

【例４】「一人区」を解消  ………２３ページ 

【例５】圏域ごとに選挙区を集約 ………２５ページ 

 

  

－５－ 



 

 

 

【例１】現行どおり 

 

 

<参考：定数配分> 

 
 

 

  

総定数：３２人（３減） 

－６－ 

○推計人口の推計誤差を勘案すると、日野郡選挙区は、強制合区の基準(配当基数 0.5未満)に該当 

する可能性がある。 

○総定数を３２人(３減)とする場合には、併せて選挙区の見直しを前提とした検討が必要である。 



参 考 国勢調査結果と将来推計人口との推計誤差について 

 

検証１ 将来推計人口の推計誤差 

 

 

検証２ 推計誤差と配当基数への影響 

 ※配当基数は、各選挙区人口を『議員 1人当たり人口（県全体人口を議員総定数で除した
もの）』で除して算出 

 ※配当基数が「0.5未満」となる場合には、公選法の規定により、隣接する他の市町村の区
域と合わせた選挙区の設置が必要（強制合区） 

 

 

＜日野郡選挙区の場合＞ 
 

                ０．５１８ 

        

令和７年国勢調査の結果、実際の配当基数の値が、仮に『０．０２』程度下

方へ修正となった場合は、強制合区の基準に該当 

    

配当基数 ０．５１８ ⇒ △０．０２ ⇒ ０．４９８ 

（0.5を下回り、強制合区） 
  

Ｒ５年推計人口に
基づく配当基数 

－７－ 



 

【例２】「隣接しない区域＝飛び地」を解消 

 
 

<参考：定数配分> 

 

  

－８－ 

○推計人口の推計誤差を勘案すると、日野郡選挙区は、強制合区の基準(配当基数 0.5未満)に該当 

する可能性がある。 

○総定数を３２人(３減)とする場合には、併せて選挙区の見直しを前提とした検討が必要である。 



 

【例３－１】日野郡選挙区を見直し 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 

 
 

  

－９－ 



 

【例３－２】日野郡選挙区を見直し 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 

 
 

  

－１０－ 



 

【例３－３】日野郡選挙区を見直し 

 

 

 

<参考：定数配分> 
 

 
 

 

 

  

－１１－ 



 

【例３－４】日野郡選挙区を見直し 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 

 
 

 

  

－１２－ 



 

【例４－１】「一人区」を解消 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 

 
 

 

  

－１３－ 



 

【例４－２】「一人区」を解消（公選法 15条 8項ただし書適用） 

 

 

 

<参考：定数配分> 
 

 

 
 

 

  

－１４－ 



 

【例５－１】境港市以外は３つの選挙区に集約 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 

 
 

 

 

  

－１５－ 



 

【例５－２】東・西部(境港市を除く)を２つの選挙区に集約 

 

 

 

<参考：定数配分> 
 

 

 
 

  

－１６－ 



 

【例１】現行どおり 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 

 
 

  

総定数：３３人（２減） 

－１７－ 



 

【例２】「隣接しない区域＝飛び地」を解消 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 
 

  

－１８－ 



 

【例３－１】日野郡選挙区を見直し 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 
  

－１９－ 



 

【例３－２】日野郡選挙区を見直し 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 

 
  

－２０－ 



 

【例３－３】日野郡選挙区を見直し 

 

 

 

<参考：定数配分> 
 

 
 

 

  

－２１－ 



 

【例３－４】日野郡選挙区を見直し 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 
 

 

  

－２２－ 



 

【例４－１】「一人区」を解消 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 
 

 

 

  

－２３－ 



 

【例４－２】「一人区」を解消（公選法 15条 8項ただし書適用） 

 

 

 

<参考：定数配分> 
 

 
 

 

  

－２４－ 



 

【例５－１】境港市以外は３つの選挙区に集約 

 
 

 

<参考：定数配分> 
 

 
 

 

 

  

－２５－ 



 

【例５－２】東・西部(境港市を除く)を２つの選挙区に集約 

 

 

 

<参考：定数配分> 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

－２６－ 



県議会議員定数等に関する制度 
１ 定 数 

県議会議員の定数は、条例で定める。（自治法 90条１項） 

※従来は、定数を定めるに当たって人口区分に応じた上限が定められていたが、平成 23年

の自治法改正で撤廃された。（廃止前の上限：人口 75万未満の都道府県 40人） 

 

２ 選挙区 

事 項 内 容 備 考 

原 則 

(公選法 15条１項) 

 

※H25改正法附則３条 

 

 

 

「一の市の区域」、「一の市の区域と隣接する町村の区

域を合わせた区域」又は「隣接する町村の区域を合わ

せた区域」のいずれかによることを基本とし、条例で

定める。  

※施行日(H27.3.1)の前日における選挙区で隣接して

いない町村の区域を含むものがあるときは、当該選

挙区の区域をもって、一の選挙区とすることができ

る。ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われ

た場合は、この限りでない。 

鳥取市 

米子市 

倉吉市 

境港市 

八頭郡 

東伯郡 

※西伯郡 

日野郡 

(８選挙区) 

特 
 

例 

強制合区 

(公選法 15条２項) 

選挙区は、その人口が議員一人当たりの人口の半数以

上になるようにしなければならない。 
 

市の区域の 

任意合区 

(公選法 15条３項) 

一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数

以上であっても議員一人当たりの人口に達しないと

きは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区

を設けることができる。 

 

町村の区域 

の取扱い 

(公選法 15条４項) 

一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半

数以上であるときは、当該町村の区域をもって一選挙

区とすることができる。 

岩美郡 

(１選挙区) 

選挙区設定の考慮事項 

(公選法 15条７項) 

行政区画、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区、地

勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わな

ければならない。 

 

注）議員の一人当たりの人口とは、当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数を 

もって除して得た数をいう。 

 

３ 選挙区ごとの定数 

各選挙区において選挙すべき議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。

ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定める

ことができる。（公選法 15条８項） 

    ⇒【鳥取県の現状】原則どおり、人口に比例して各選挙区に配分（ただし書の適用なし） 
 

※人口に比例した算出方法 

行政実例では、ヘアー式最大剰余法（各選挙区の人口を議員一人当たりの人口で割り、

商と剰余を求め、商を１次配分の議席として配分し、残りの議席を剰余の大きい選挙区

の順に定数に達するまで２次配分の議席として配分する）によるものとされている。 

 

４ 基礎となる人口 

選挙区ごとの定数の基礎となる人口は、官報で公示された最近の国勢調査人口によることと

されている。（自治法 254条、公選法施行令 144条） 

⇒令和９年４月に行われる次期一般選挙は、特段の立法措置がない限り、直近の国勢調査で

ある令和７年国勢調査の確定人口が基礎となる。 
 

※国勢調査の速報人口（人口速報集計）の取扱い 

人口及び世帯数の速報であり、官報に公示される。行政実例では、国勢調査の確定人口

（人口等基本集計）が公示されるまでの間は、速報人口が適用されるものとされている。 

 

参考資料 

－２７－ 



鳥取県議会議員の定数等調査検討スケジュール（想定案） 
 

 

区分 内  容 備 考 

令和５年度 

 
○定例会（ ６月） 

   ・特別委員会の設置（本会議） 

  ・第１回特別委員会（正副委員長選挙 等） 

○定例会（ ９月） 

  ・第２回特別委員会 

    条例定数、選挙区区割り及び選挙区定数の検討 

○定例会（１２月） 

  ・第３回特別委員会 

○定例会（令和６年２月） 

  ・第４回特別委員会 

 

 

 

○定例会（令和７年２月） 

  ・第○回特別委員会 

    条例定数、選挙区区割り及び選挙区定数の算出

方法を決定 

  ・議会運営委員会 

  ・本会議（検討結果の中間報告） 

 

令和６年度 

 
 

令和７年度 

 
（中間報告の周知／議会 HP、議会だより 等） 

 

○定例会（令和８年２月） 

  ・第○回特別委員会 

    国調速報値に基づき定数等の改正条例案を確定 

  ・議会運営委員会 

  ・本会議（改正条例案の議決） 

○改正条例の公布（令和８年３月） 

 

R7 国勢調査実施 

・速報値 
（R8. 2 月想定） 
・確定値 
（R8.10 月想定） 

令和８年度 （改正後の選挙区・定数を周知）  

令和９年度 ○鳥取県議会議員選挙（４月）  

※特別委員会：議員定数等調査検討特別委員会（令和 5年 6月 29日設置）  

※条   例：鳥取県議会議員の定数並びに選挙区及び選挙区において選挙すべき議員の数を定

める条例（平成 9年条例第 26号） 

－２８－ 



Administrator
スタンプ

Administrator
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Administrator
スタンプ


